
本市の現状 今後の流れ(案）

基本チェックリストの実施

二次予防事業対象者候補者の選定

　　二次予防事業対象者の決定 　二次予防事業対象者の決定

二次予防事業対象者に対する
アプローチ

二次予防事業対象者に対する
アプローチ

　　介護予防ケアマネジメント 　　介護予防ケアマネジメント

　　二次予防事業の実施

地域包括支援センターが、
二次予防事業対象者に訪問・電話
などで介護予防の必要性の説明や
二次予防事業への案内を行う

ケアプラン作成

通所型
　運動器機能向上プログラム（１クール２２回）
　口腔機能向上プログラム(１クール８回）
　低栄養改善プログラム（１クール６回）
　複合型プログラム等（新規）
訪問型
地域交流型デイサービス

返送された基本チェックリストから
国の選定基準により、二次予防事業
対象者を決定

地域包括支援センターが、
二次予防事業対象者に訪問・電話
などで介護予防の必要性の説明や
二次予防事業への案内を行う

二次予防事業候補者の中から
生活機能評価結果による医師の総合的判断
をふまえ、二次予防事業対象者を決定

 

二次予防事業の流れ

６５歳以上の高齢者に
基本チェックリストを送付
（要支援・要介護者を除く）

・返送された基本チェックリストから
国の基準により候補者を選定
・生活機能評価（介護予防健診）受診
券の送付

通所型
　運動器機能向上プログラム（１クール２２回）
　口腔機能向上プログラム(１クール８回）
　低栄養改善プログラム（１クール６回）
訪問型
地域交流型デイサービス

介護予防効果の評価

基本チェックリストの実施

二次予防事業の実施

介護予防効果の評価

６５歳以上の高齢者に、２年に
分けて基本チェックリストを送付
（要支援・要介護者を除く）

アセスメント実施 アセスメント実施
(医師による生活機能評価含む）

（必要時）ケアプラン作成
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１ 二次予防対象者の把握 

  二次予防対象者に関する情報の収集に努めるものとする。 

  情報収集は、できる限り把握事業の全対象者について行うことが望ましい。 

 

 (a) 基本チェックリストの配布・回収 

    把握事業の全対象者に郵送等により配布・回収する。この場合、例えば 

  ３年間に分けて全対象者に配布する等、地域の実情に応じた方法とするこ 

  とも考えられる。 

 

２ 二次予防事業対象者の決定 

  基本チェックリストにおいて、ハイリスク者を二次予防事業対象者とする。 

 

３ 運動プログラムに参加する場合の医師の判断 

  心臓疾患、骨折等の傷病を有している者については、運動器の関連のプロ 

 グラムの実施により、病状悪化のおそれがあることから、プログラム参加の 

 適否について医師の判断を求めること。 

 

 ・この３ヶ月間で１週間以上入院 

 ・かかりつけ医師等から「運動を含む日常生活を制限」されている 

  (重い高血圧・脳卒中・心臓病・糖尿病など) 

H22．8．6 地域支援事業実施要綱改正 

◆ 要綱改正への課題 

 ○ ハイリスク者の把握が不十分 

 ○ 健診による把握に要する費用負担大 

 ○ ケアプランに係る業務負担大 

 ○ 魅力あるプログラムの不足 

 ○ 特定高齢者(二次予防事業)への参加率が低い 
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